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細胞診結果（ＡＳＣ-ＵＳ）に基づいて行うＨＰＶ検査（保険） 

の実施手続きについて 

 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  

日頃は本会の事業にご理解とご協力を賜りありがとうございます。 

さて、日本産婦人科医会報 4月号（近日中に届く）、並びに先日別途発送いたしまし

た保険点数早見表にも記載いたしましたように、本年 4 月から実施のＡＳＣ-ＵＳ例に

おけるＨＰＶ検査（ＨＰＶ核酸同定法）の実施にあたっては、所轄厚生局長宛に届出が

必要です。ＨＰＶ算定の施設届出の様式（用紙）は、厚労省ホームページ内の 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-048.pdf 

に掲載されております。 

貴支部会員の先生方に、周知又は確認をお願いいただきたくお知らせいたします。 

必要な項目を列記いたします。（ページ数はいずれもＰＤＦファイルのページ） 

１） 1 ページの別添 2の特掲診療料の施設基準に係る届出用紙 

２）10 ページの様式 4の勤務する従事者の名簿 

３）48 ページの様式 22-2 のＨＰＶ核酸同定検査の施設基準に係る届出書添付書類 

をダウンロードし、様式 22-2 の記載上の注意その 1 に示された当該医療機関におけ

る勤務状況のわかるものを添付し、さらに 

４）2～6 ページの全ての項目に「今回届出、既届出、算定しない」のいずれかに✔を

記入して、所轄厚生局長宛に 4 月 14 日(必着)迄に２部郵送してください。（地域に

よっては医師会、医会が取りまとめ一括送付する場合もあります。） 

以上 

 


